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公立大学法人北九州市立大学の業務の実績に係る評価実施要領 新旧対照表 

新 旧

１ 年度評価 

（１）評価業務（地方独立行政法人法第７８条の

２の規定） 

① 各事業年度における中期計画の実施状況

について調査・分析し、各事業年度の業務

実績全体について総合的な評定を行う。（第

１項第１号、第３項） 

② 評価結果を大学に通知し、必要な場合、

業務運営の改善その他について勧告する。

（第４項） 

③ 評価結果と勧告内容を市長に報告し、公

表する。（第５項） 

（２）評価方法 

① 略 

② 「分野別評価」では、年度計画の記載項目

ごとに大学が行う自己点検・評価を検証し、

分野ごとに結果を記述するとともに、中期

計画の進行状況の目安を段階で示す。 

③ 略 

（３）分野別評価の具体的な方法 

① 分野別評価は、年度計画に掲げた以下の

４つの事項について行う。 

ア 教育 

イ 研究 

ウ 社会貢献 

エ 管理運営等 

② 大学による自己点検・評価 

ア 実績報告書（別紙様式）において年度計

画の記載項目ごとにその進行状況を示す

とともに、そのように判断した理由を記

載する。（以下、略） 

 イ 略 

③ 評価委員会による評価 

ア 大学の自己評価の検証 

１ 年度評価 

（１）評価業務（地方独立行政法人法の規定） 

① 各事業年度における中期計画の実施状況

について調査・分析し、各事業年度の業務

実績全体について総合的な評定を行う。（第

28条第2項） 

② 評価結果を大学に通知し、必要な場合、

業務運営の改善その他について勧告する。

（第28条第3項） 

③ 評価結果と勧告内容を市長に報告し、公

表する。（第28条第4項） 

（２）評価方法 

① 略 

② 「分野別評価」では、中期計画の記載項目

ごとに大学が行う自己点検・評価を検証し、

分野ごとに結果を記述するとともに、中期

計画の進行状況の目安を段階で示す。 

③ 略 

（３）分野別評価の具体的な方法 

① 分野別評価は、中期計画に掲げた以下の

５つの事項について行う。 

ア 教育研究等の質の向上 

イ 業務運営の改善及び効率化 

ウ 財務内容の改善 

エ 自己点検・評価及び情報提供 

オ その他業務運営に関する重要事項（施

設等の整備・安全管理・人権啓発） 

② 大学による自己点検・評価 

ア 実績報告書（別紙様式）において中期計

画の記載項目ごとにその進行状況を示す

とともに、そのように判断した理由を記

載する。（以下、略） 

イ 略 

③ 評価委員会による評価 

ア 大学の自己評価の検証 

資料２－２



 2 

新 旧

評価委員会は、年度計画の項目ごと

に自己評価や計画設定の妥当性など

総合的に検証する。そのとき、評価に

必要な資料の提出を大学に求めると

ともにヒアリングなどを実施する。 

 イ～ウ 略 

（４） 略 

２ 中期目標期間評価 

（１）評価業務（地方独立行政法人法第７８条の

２の規定） 

① 中期目標の期間における業務の実績につ

いて調査・分析し、中期目標の期間におけ

る業務実績全体について総合的な評定を行

う。（第１項第３号、第３項）  

② 評価結果を大学に通知し、必要な場合、

業務運営の改善その他について勧告する。

（第４項） 

③ 評価結果と勧告内容を市長に報告し、公

表する。（第５項） 

（２） 略 

（３）分野別評価の具体的な方法 

① 分野別評価は、中期計画に掲げた以下の

４つの事項について行う。 

ア 教育 

イ 研究 

ウ 社会貢献 

エ 管理運営等 

②～③ 略 

（４） 略 

３ 評価のスケジュール  

略

評価委員会は、中期計画の項目ごと

に自己評価や計画設定の妥当性など

総合的に検証する。そのとき、評価に

必要な資料の提出を大学に求めると

ともにヒアリングなどを実施する。 

 イ～ウ 略 

（４） 略 

２ 中期目標期間評価 

（１）評価業務（地方独立行政法人法の規定） 

① 中期目標の期間における業務の実績につ

いて調査・分析し、中期目標の期間におけ

る業務実績全体について総合的な評定を行

う。（第30条第2項）  

② 評価結果を大学に通知し、必要な場合、

業務運営の改善その他について勧告する。

（第28条第3項） 

③ 評価結果と勧告内容を市長に報告し、公

表する。（第28条第4項） 

（２） 略 

（３）分野別評価の具体的な方法 

① 分野別評価は、中期計画に掲げた以下の

５つの事項について行う。 

ア 教育研究等の質の向上 

イ 業務運営の改善及び効率化 

ウ 財務内容の改善 

エ 自己点検・評価及び情報提供 

オ その他業務運営に関する重要事項（施

設等の整備・安全管理・人権啓発） 

②～③ 略

（４） 略 

３ 評価のスケジュール  

 略


